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地域医療連携ニュース

第49回埼玉医科大学　国際医療センター 地域医療連携懇話会　総合相談センター・がん相談支援センター　H24.5.16

日高市における医療連携の現状

埼玉医科大学国際医療センター
総合相談センター　がん相談支援センター 御牧　由子

鈴木　健太

日高市は介護を要する高齢者や生活保護受給

世帯が年々増加しています（図1、2）。そのた

め、日高市内の医療機関や高齢者施設、在宅支

援サービス等が不足している現状があります。

当院の救命救急センターでは、西部・川越比

企地域からの救急搬送が全体の8割を占めてい

ます。搬送される患者さんの多くは危機的な状

態のため、ソーシャルワーカーは医務課職員、

医師や看護師との申し送りを通して患者さんと

ご家族のアセスメントを行い、医療費や心理社

会的支援を早期に行うことができるよう努めて

います。また、脊髄損傷受傷後のリハビリテー

ションや人工呼吸器装着の方などの転院は困難

な傾向にあります。脳卒中センターでは、後遺

症に対する継続したリハビリを必要とすること

が多く、回復期リハビリテーション病棟を有す

る病院への連携が約7割を占めています。心臓

病センターでは、心疾患の対応可能な転院先は

限られています。小児心臓科では、退院後の養

育支援として地域の保健師等との連携を図って

います。包括的がんセンターでは、症状緩和目

的の転院、在宅移行の連携が多くを占めてお

り、また外来での連携が多いことも特徴です。

図-1

図-2
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埼玉医科大学国際医療センター

地域医療連携ニュース

このような現状の中、日高市内での円滑な連

携を目指し、市内の相談員が一堂に会して、連

携について相談し合う機会を作り、各機関の現

状や支援に役立つ情報の共有などを行うために

「日高市連携会」が平成23年6月に発足しまし

た。

安心して住みやすい地域をつくるために、市

内の医療・介護・福祉等の関係機関が相互の役

割・機能を明らかにし、連携の強化を図ってい

く必要があると考えております。そのために、

今後も患者さんとご家族のより良い療養生活の

実現に向けて、地域の関係機関からのご指導・

ご意見等をいただき、協働体制を築いていくこ

とができればと思っております（図3、4）。

図-3

図-4



第50回埼玉医科大学　国際医療センター 地域医療連携懇話会　感染症科・感染制御科 H24.7.18

感染防止対策加算1を算定する施設間の連携

埼玉医科大学国際医療センター　
感染症科・感染制御科　宮里　明子

平成24年度診療報酬改定において感染防止対

策加算が新設された。そのなかで、加算1を算

定している医療機関同士が連携し、年1回以上

互いの医療機関に赴き相互に感染防止対策に係

る評価を行うことで、地域連携加算が算定され

ることになった。当センターでは平成19年の開

設以来、埼玉医科大学関連の他の2施設（埼玉

医科大学、総合医療センター、いずれも今年度

より加算1を算定）と、年3回それぞれの施設に

おいて感染管理連絡会を開催してきた。会での

活動内容は1）感染症発生に係る情報の交換と

共有、2）感染対策マニュアル等の共有、およ

び3）それぞれの施設のラウンドである。

感染症に係る情報交換では、①耐性菌やノロ

ウイルスなどのアウトブレイク時の対応の実

際、②職員のインフルエンザ罹患状況、③薬剤

耐性菌（MRSA、MDRP、VREなど）の毎月の

分離状況、などについて話し合っている。共有

化したマニュアルは、結核対策や接触者検診マ

ニュアル、接触予防策を必要とする病原微生物

の隔離基準などで、特に今年度は、新入職者に

対して小児感染症ウイルス抗体価の報告書の提

出を求めることを、各施設の健康管理室とも共

同で実現化することができた。また毎回実施す

る院内ラウンドでは、各施設の現場での感染対

策について、他施設と比較することで有意義な

情報を得ることができている。

以上のように3施設間の連携することで感染

対策の統一化をはかり、さらに質の高い感染対

策を実践することができていると考える。この

ような加算1の施設の連携をさらに加算2とも共

有することで、広い地域においての感染対策の

質の向上と統一化をはかることができるものと

期待する。
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地域で取り組む感染対策

埼玉医科大学総合医療センター
感染対策室　松本　千秋

平成24年度 診療報酬改定があり、感染対策の

推進の強化として感染対策防止加算400点プラ

ス感染防止地域連携加算100点が設定された。

地域全体で感染対策に取り組む姿勢が求められ

ている。感染防止加算１の施設の感染防止対策

チームの人員要件として、感染に関わる医師、

看護師の専従と薬剤師、検査技師の専任が必須

条件であり、専門家としての責務も課せられて

いる。感染防止加算１の施設は、年4回以上感

染防止対策加算2を算定する医療機関と合同の

感染防止対策に関する取組みを話し合うための

カンファレンスを開催していることや感染防止

対策加算2を算定する医療機関から感染防止対

策に関する相談を適宜受けることが加算の条件

とされている。

当院は、感染対策地域連携の会（名称：感染

防止対策地域連携カンファレンス）を感染防止

対策加算2の施設の7施設（19床～165床）と手

探り状態で開始した。施設間同士の連携を図

り、相互の感染防止対策の評価の充実と推進を

目的とした。第1回（5月26日）第2回（７月18

日）と感染対策の情報共有や情報交換を実施

し、問題点の共有を図り、活発な意見交換を実

施しているところである。カンファレンスの中

で、インフルエンザワクチン接種の負担、洗浄

用のスポンジや手指消毒剤の交換頻度の目安、

N95マスクの取扱い方法、手指衛生サーベイラ

ンスの算出方法、事例発生時の対応や職員の教

育方法などの質問や疑問点などが多く挙がり、

現場での管理や具体的なケア場面などに苦慮し

ていることが明確となった。そのため相互の感

染対策の状況把握をしながら評価し、施設の背

景に合わせた感染対策を検討しながら、感染対

策の改善活動に繋がるような活動の場にしてゆ

きたいと考えている。また地域の底上げを目指

し、地域で取り組む感染制御が重要な課題と考

える。
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当院と感染防止対策加算2を算定する4施設との連携について

埼玉医科大学病院
院内感染対策室　感染管理認定看護師　吉原みき子

埼玉医科大学病院は平成24年度の診療報酬改

定に伴い、感染防止対策加算2の届け出を行っ

ている4施設と連携しています。今回はこの連

携に関する取り組みをご紹介致します。

加算の算定要件には連携施設との年4回程度

の合同カンファレンスの開催が必要とされてお

り、1回目の合同カンファレンスを6月15日に開

催致しました。参加者の方々と情報交換を行う

中でそれぞれの施設の医療背景やハード面（環

境、設備）に違いがあることや、院内のスタッ

フ間の感染対策に関する知識や認識の差にご苦

労されているご施設があることがわかりまし

た。

さらに他施設での感染対策を参考にし、自施

設の感染対策の見直しや改善に対する要望、感

染対策に関する知識や技術の習得の希望などが

あることもわかりました。参加者の中には日頃

の感染対策に対する悩みをこの場で解消して帰

りたいとおっしゃる方もおいででした。

このようなことから当院には、連携する施設

の現状把握を行いそのご施設に合った実践可能

な感染対策を共に考えアドバイスをしていくこ

とや、感染対策に関する学習機会を提供してい

く役割があると感じました。すべての施設の皆

さんが今よりさらに良い感染対策を実践してい

くために日々努力をされています。2回目以降

の合同カンファレンスでは感染対策に関する日

頃の悩みや疑問を事前にFAXしていただき、回

答をQ&A方式にして書面にまとめ詳細を解説す

ることや施設に合った具体的な対策を参加者と

共に検討することを予定しています。

さらに外部講師を招聘した講演会の同時開催

も毎回企画する予定にしています。

近年、複数の医療施設で診療や看護を受ける

患者さんが多くなっています。感染対策を担当

する者としては、患者さんに診療や看護を提供

する医療施設はできる限り同じ感染管理の実践

状況であってほしいという願いがありますの

で、連携する地域の施設の方々と「感染対策の

標準化」を目指すことが理想です。そのために

は、①感染対策に関する正しい知識と感染防止

技術の習得、②感染対策の疑問点の解消、③相

談体制の構築が重要であると考えています。当

院には感染管理を専門とした専従職員がおりま

すので、感染対策に関してお悩みやお困りの事

がございましたらお気軽にご相談いただきたい

と思います。

ご遠慮なさらずに身近にいるリソースを有効

にご活用下さい！！
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埼玉医科大学総合医療センターと9施設の連携

埼玉医科大学総合医療センター
感染制御室　感染管理認定看護師　池田　知子

今年度の感染防止対策加算の変更に伴い地域

連携加算が追加された。その目的は医療の質の

向上、つまり地域内における感染管理面におけ

る知識・実践レベルアップを目的とするもので

あろうが、①感染情報の共有、②使用状況の共

有と抗菌薬適正使用の実践、③さまざまなサー

ベイランス情報の共有、④①～③らに基づいた

感染防止対策の実践などであると考えられる。

この改定を受け、当院は感染防止対策加算１

を算定する病院として、加算２を算定する9施

設との地域連携を開始することとなったが、９

施設の背景は様々である。したがって、最初の

1年目は、感染対策に関連した情報交換を通じ

て、①他施設の感染管理の現状を知る、②自施

設の感染管理の現状を分析する、③他施設の対

策の良い部分を取入れてみよう、として連携を

開始した。年間の会議テーマを5つ決め、その

テーマに興味があり参加を希望する施設が参加

するというシステムとした。第2回目の会議

は、院内ラウンドをテーマとしたところ8施設

の参加があった。それぞれの施設が実践してい

るラウンドの実態とその問題などを共有し、そ

のラウンドを効果的、かつ実践可能なラウンド

を実施するためのポイントは何か、また、ラウ

ンドによって導きだされた感染対策上の問題を

改善していくためのフィードバックの方法や、

ＩＣＴの介入の方法などについて意見交換を

行った。

日頃から病診連携を行っている病院のICTと

情報を共有することは大変有意義なことである

と実感した。感染管理は一部の病院が実践して

いればよいわけではない。チーム連携から地域

連携が求められている。それ故、よりよい地域

連携、地域の感染力レベルアップを目指して携

わっていきたいと思う。
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②患者さん、又はそのご家族が当院の
予約センターに電話をおかけください。

 

③予約センターにて予約をお取りします。

予約センター（心臓病・脳卒中センター）　

予約センター　　包括的がんセンター 

042-984-0474 

042-984-0475 

当院は予約制です。 

 

紹介元医療機関 

当院 

①紹介状を患者さんにお渡しください。 

④予約日に患者さんが紹介状を持参の上、　 
　ご来院されます。 

②地域医療連携室にて予約をお取りします。

①当院の地域医療連携室に電話を 
　おかけください。 

④予約日に患者さんが紹介状を持参の上、
　ご来院されます。 

当院は予約制です。 
地域医療連携室

　042-984-4433（医療機関専用）

 

③予約時間を患者さんに伝え、
　紹介状をお渡しください。 

紹介元医療機関 

 

当院 

受診までの流れ（患者さん専用）

受診までの流れ（医療機関専用）
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交通アクセス

○ 電車を利用される場合
 池袋駅（東武東上線43分）坂戸駅（東武越生線13分）東毛呂駅（路線バス約15分）

    池袋駅（東武東上線30分）川越駅（JR川越線25分）高麗川駅（路線バス約10分）
    大宮駅（JR埼京線17分）川越駅（JR川越線25分）高麗川駅（路線バス約10分）
    八王子駅（JR八高線13分）拝島駅（JR八高線30分）高麗川駅（路線バス約10分）
○ 車を利用される場合
    関越自動車道鶴ヶ島インター・圏央道圏央鶴ヶ島インターより10Km、約15分
    県道30号（飯能寄居線）沿い

国際医療センター

愛・希望・祈り

埼玉医科大学国際医療センター

地域医療連携ニュース
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埼玉医科大学国際医療センターは地域医療連携を
積極的に推進しています

連携に関するお問い合わせは地域医療連携室（電話042-984-4433）にお願いします。

脳卒中地域医療連携

救急搬送患者受入の連携

900点

600点

100点

300点

急性期治療

回復期等

通所リハ事業所
訪リハ事業所

ケアマネ
ジャー

老健

200床未満の病院
診療所

連携

連携

地域連携診療
計画の中で
評価する範囲

地域連携診療
計画管理料

地域連携診療
計画退院時
指導料（Ⅰ）

地域連携診療計
画退院計画加算

ケアマネ
ジャー
必要に応
じて連携

地域連携診療
計画退院時
指導料（Ⅱ）

（現行の地域連携診療
計画退院時指導料）

救急搬送患者
地域連携紹介加算

1,000点

救急搬送患者
地域連携受入加算

2,000点

紹介医療機関
（あらかじめ連携）

救急車

救命救急センター
救急医療
7日以内

受入医療機関

地域医療連携ニュース
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あらかじめがん

の種類や治療法

ごとに治療計画

を策定し連携医

療機関と共有

退院時又は退院

した日から起算し

て 30 にち以内

に回に限り所定

点数を算定する。

　がんの治療目的に初回に入院した患者に
対して、地域連携診療計画に基づく個別の
患者ごとの治療計画を作成。患者に対して、
退院後の治療を地域の医療機関と連携して
行うことを説明する。

計画に基づき、外来における
専門的ながん診療を提供。

診療情報提供
紹介

　計画策定病院で作成された治療
計画に基づき、外来医療、在宅医
療を提供する。また、計画に基づ
き、適切に計画策定病院に対して
適切に患者の診療情報を提供する。

計画策定病院

がん診療連携拠点病院等

がん治療
連携指導料②
（情報提供時）

がん治療連
携計画策定
料①（退院時）

連携医療機関

300点
750点

基本理念
患者中心主義のもと安心で安全な満足度の高い医療の提供をし、かつ最も高度の医療水準を

維持する。

使　　命
当センターは、埼玉県全域を範囲とし、がん、心臓病に対する高度専門特殊医療に特化し、

かつ高度の救命救急医療を提供する。

基本方針
患者中心主義（patient-oriented）を貫き、あらゆる面で“患者にとって便利”であること

を主眼とし、患者ひとりひとりにとって最も適切な医療を提供する。

がん診療連携拠点病院等を中心とした連携

埼玉医科大学国際医療センター

地域医療連携ニュース
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原　則：  毎月第４週水曜日
時　間：  １８：４５～２０：３０
場　所：  埼玉医科大学国際医療センター　C棟２階会議室
内　容：  地域医療連携懇話会は地域がん診療拠点病院の認定項目であり、地域の病院との情報
               交換の場で毎月（第3水曜日）定期的に同一会場にて開催しています。

地域医療連携懇話会のご案内を申し上げます。ご多忙の事とは存じますが、医師、コメディカ
ルおよび、連携室の皆様方お誘い合わせの上、ご参加くださいますよう宜しくお願い致します。
参加についてのお問い合わせは、地域医療連携室（電話：042-984-4433）で受け賜ります。

原　則：  毎月第４週月曜日
時　間：  １８：００～１９：００
場　所：  埼玉医科大学国際医療センター　Ｃ棟２階会議室
内　容：  包括的がんセンター教育カンファレンスは、包括的がんセンターの各診療科が持ち回

りで担当し、毎月第4月曜日18：00−19：00に開催しております。対象は、医師およ
び看護師、薬剤師で、各診療科の疾患および研究について教育的な講演を行っていま
すので、地域の先生方もぜひご参加いただけると幸いです。

包括的がんセンター教育カンファレンスのご案内を申し上げます。ご多忙の事とは存じま
すが医師・コメディカル・および連携室の皆様方お誘い合わせの上、ご参加くださいますよ
う宜しくお願い致します。
参加についてのお問い合わせは教育カンファレンス事務局（電話042-984-4233）で受け

賜ります。

地域医療連携懇話会　開催のご案内

包括的がんセンター教育カンファレンス　開催のご案内


